
第１５４回 石川県都市計画審議会 議事録 

 

平成２３年１１月９日（水）１０時００分から 

石川県庁舎 １１階 「１１０９会議室」   

 

◎事務局 ： それでは定刻になりましたので、ただいまから、第１５４回石川県都市計

画審議会を開催いたします。審議に入ります前に、事務局を代表いたしま

して 辻技監からご挨拶申し上げます。 

 

○辻技監 ： おはようございます。土木部技監の辻でございます。本日は、お忙しい中、

また、早い時間帯にも関わらず、委員各自におかれましては、ご出席賜り

まして誠にありがとうございます。 

さて、北陸新幹線金沢開業が３年後ということになりまして、現在、開業

に向けて３つの重点プロジェクト、おもてなしの向上、食文化の魅力向上、

そして、歴史産業を活かした地域づくり。この３つのプロジェクトが加速

されております。 

都市計画の分野におきましても、金沢外環状道路の海側幹線など、交流基

盤の整備でございますとか、それから寺町、小立野の無電柱化、あるいは

小松粟津の無電柱化、美しい石川の景観づくりなど、関係市町の連携を図

りながら進めているところでございます。 

また、昨今、まちづくりにかかる主体、担い手も、県から市町へ、そして、

行政から地域・地元へと変化しておりまして、本年５月に地域主権改革一

括法が交付されまして、都市計画法も大幅に改正され、国・県の関与が大

幅に縮小されたところでございます。今後、地域の創意工夫を活かした都

市計画を推進することがこれまで以上に可能となり、本県におきましても、

より県民ニーズに応じた都市計画を進めてまいりたいと考えております。 

本日は、能越自動車道の変更など七尾都市計画道路の変更それから、金沢

都市計画土地区画整理事業の変更、金沢都市計画道路の変更の３件を上程

させていただいておりますけども、委員各自におかれましては、よろしく

ご審議賜りますよう、お願い申し上げまして簡単でございますけども、開

会のごあいさつとさせていただきます。  

 

◎事務局 ： 続きましてお手元の配布資料の確認をお願いいたします。議事次第、Ａ

４版１枚でございます。Ａ４の冊子ですけども、議案書、それから資料１、

都市計画決定案件市町決定一覧表、２枚ものでございます。をご用意して

おります。足りない資料がございましたら、事務局までお知らせ願います。 

それでは、前回３月２５日に開催しました審議会以降の委員の交代につき

まして、ご報告申し上げます。 

議案書の１ページから３ページをご覧下さい。学識経験者委員におかれま

しては、農業分野の委員につきまして、大泉豊秋様に替わりまして氣戸佐



俊様にお願いすることになりました。関係行政機関委員におかれましては、

人事異動に伴いまして、北陸農政局長の角田豊様から髙嶺彰様に替わられ

ました。県議会議員の委員におかれましては、石坂修一様、米田義三様か

ら北村繁盛様、紐野義昭様にそれぞれ替わられました。市議会議長の代表

委員におかれましては、石川県市議会議長会会長の田中仁様から上田章様

に、また、町議会議長の代表委員におかれましては、石川県町村議会議長

会会長の坂井幸雄様から夷藤満様に替わられました。臨時委員におかれま

しては、人事異動に伴いまして、西日本旅客鉄道株式会社金沢支社長の荻

野浩平様から三浦勝義様に、北陸財務局長の春山芳司様から篠原寛様に、

中部経済産業局長の加藤洋一様から紀村英俊様に、北陸信越運輸局長の伊

藤松博様から最勝寺潔様にそれぞれ替わられました。 

以上、委員の交代についてご報告いたしました。なお、本日の審議会には、

出席依頼委員２２名中、１４名の委員の方々にご出席いただいております。

それでは、ここから川上会長に議事進行をお願い申し上げます。川上会長、

よろしくお願いいたします。 

                                                           

◆◆◆◆川上会長： 本日は、委員の皆様におかれましてはご多用中ご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

ただ今、事務局からご報告がありましたように、出席依頼委員２２名中１

４名のご出席をいただいています。半数以上のご出席ということで、本日

の審議会は有効に成立しておりますことを、ご報告いたします。それから、

本日の議事録の署名委員ですが、今回は、池本委員と山田委員にお願いい

たします。 

それでは議事に入りたいと思います。はじめに、事務局から前回の審議会

の結果報告をお願いいたします。 

 

◎事務局 ： 議案書の４ページをご覧ください。前回の第１５３回審議会の結果につい

てご報告いたします。前回、承認する旨答申のありました、金沢都市計画

区域区分の変更につきましては６月３日に、津幡都市計画道路の変更につ

きましては５月６日に県告示がなされております。以上で、前回審議会の

報告を終わります。 

 

◆川上会長： 次に、議案の審議に入ります。委員の皆様におかれましては、議事進行に

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案第１５１５号七尾都市計画道路の変更について上程しま

す。事務局から説明して下さい。 

 

◎事務局 ： それではご説明いたします。議第１５１５号七尾都市計画道路の変更につ

いてでご説明いたします。お手元の議案書では、７ページから１９ページ

になりますけども、最初に都市計画道路網の見直し関係について説明し、

その後、能越自動車道についてご説明いたします。 



それでは、ご説明いたします。議案書は７ページから８ページ、図面は９

ページになります。 

まず、本県における都市計画道路見直しの取組状況についてご説明いたし

ます。本県では、昨年度末までに計画総延長１，０１９ｋｍの都市計画道

路を決定しており、そのうち約６割の６１０ｋｍが整備済で、その約２割

にあたる１８４ｋｍは当初決定より２０年以上経過し、現在でも整備未着

手となっております。   

長期未着手となっている路線については、近年の社会情勢やまちづくりの

方向性の変化、公共事業費の縮小などにより、都市計画道路としての必要

性が変化してきており、その見直しが必要と考えております。このような

状況の下、本県では、平成 15年度に都市計画道路見直しガイドラインを策

定し、各市町において平成 18年度より順次、長期未着手道路の見直しを進

めております。 

これまで、金沢市など７市町で、見直しが完了しておりまして、現在は、

加賀市や、本日ご審議いただく七尾市などの４市町において、見直しの検

討が進められております。 

七尾市の都市計画道路の整備状況につきましては、昨年度末で都市計画道

路の総延長 62.8km のうち、約３割にあたる 19.3km が整備済となっており

まして、20年以上未着手となっている路線は 19kmとなっております。 

次に、見直しの経緯についてご説明します。七尾市では、平成 21 年度に

和倉地区の見直しを行いました。引き続き、七尾地区については、平成 22

年度より着手し、これまでに 7 回の都市計画道路見直し検討委員会を開催

いたしまして、その間、パブリックコメントを 1 回、地元説明会を４回実

施することで、見直しに関する合意形成を得ております。 

その結果、18路線 26.7kmを見直し対象とし、うち 17路線、総延長 20.5km

について変更を行うことといたしました。 

見直しにあたっては、１、機能を代替する道路が確保されている。２，都

市計画決定はしているものの、道路構造令の基準等により、現実的に整備

困難、もしくは、事業費が膨大となる。３，土地利用状況及び計画が変化

している。４，地域コミュニティや歴史的資源等の喪失の恐れがある。な

どの４つの観点について定量的・定性的に評価を行っております。そして、

交通上、防災上の支障の有無を検証した上で、総合的に判断し、廃止ある

いは変更を行いました。 

次に、見直し対象路線についてご説明いたします。この画面は、七尾市の

市街地を示しております。国道１５９号こちら、それから、国道２４９号

と国道１６０号が東西に延びております。また、ＪＲ七尾線がありまして、

七尾市役所がこちらです。都市計画道路について、整備済みは黒い実線、

未整備は赤の実線で示しております。これらの中から、外環状線など赤の

実線で示す 18路線を見直し対象としております。 

その結果、緑で示しました１路線が継続、赤の７路線が幅員変更、青の１

０路線が区間廃止もしくは全線廃止とする結果となりました。本審議会で



ご審議いただく案件としては、県決定対象路線となる県道もしくは４車線

以上の道路などの１０路線となります。それでは、具体的に各路線につい

てご説明いたします。 

まず最初に、３・２・１号 外環状線でございます。本路線は、七尾市大

田町を起点とし、市街地内への通過交通の流入を抑制する外郭道路として、

昭和４７年に都市計画決定されています。 

整備状況につきましては、万行地内の９００ｍが土地区画整理事業、古府

町から国分町までの１，３８０ｍが藤橋バイパスのⅠ期区間として整備済

みであります。また、国分町から小島町までの１，７００ｍについて、現

在、藤橋バイパスⅡ期区間として事業中、その他区間が未整備となってお

ります。このうち、国分町から津向町までの３，３００ｍについて、幅員

３２ｍ、４車線に拡幅する計画を、既に整備されている区間５１０ｍは現

道幅員の１７ｍに、それ以外は幅員１２ｍの２車線の道路に変更するもの

です。 

その理由といたしまして、後ほど説明いたします能越自動車道が近接し、

将来交通量が減少することにより、幅員・車線数を縮小するものです。 

続きまして、３・３・１号七尾金沢線についてです。本路線は、七尾市湊

町を起点とし、羽咋方向に延びる道路として、昭和３１年に都市計画決定

されており、現在は、その一部が国道１５９号として供用されております。

整備状況に関しては、起点からの５８０ｍは未整備、川原町から古府町１，

１００ｍは、計画幅員２／３以上の幅員が確保されております、いわゆる

概成区間となっており、その南側３，２００ｍは、現在、国道１５９号七

尾バイパスとして事業を実施しております。変更内容として、現在、３３

ｍに拡幅する計画を、湊町から川原町までの５８０ｍは、幅員１２ｍ、２

車線に、川原町から古府町までの１，１００ｍは、車線数は４車線のまま

で幅員を２８ｍに変更するものです。 

理由といたしまして、湊町から川原町交差点までの区間は、将来交通量に

基づけば２車線での交通処理が可能であることや、計画道路が密集市街地

を通過することによるまちなみやコミュニティ喪失が懸念されるためで

す。また、川原町から古府町までの区間は、歩行者数が１日当たり約３１

０人、自転車交通量は約３５０台と、いずれも多くはなく、沿線商業施設

には駐車場を完備しており、大型車の停車需要が少ないため、停車帯と歩

道幅員を縮小するものです。 

次に、３・４・３号 川原松百線の変更についてです。本路線は、七尾市

川原町を起点とし、中心市街地を東西に通過する幹線道路として、昭和３

１年に都市計画決定され、その一部は国道２４９号として供用されており

ます。整備状況に関しては、川原町から津向町までの２，６３０ｍが整備

済、残る津向町から松百町までの５８０ｍが概成となっております。概成

区間については、幅員を１８ｍに拡幅する計画としておりましたが、今回、

現道幅員と同様の１０．５ｍに変更するものです。 

その理由として、当該区間は、ＪＲ七尾線と並行し、道路南側の土地利用



が見込めないこと、北側についても停車帯の利用を伴う沿道施設の立地が

見込めないと判断されるため、片側歩道の削除及び停車帯の縮小を行うも

のです。 

次に、３・４・４号臨港線の変更についてです。本路線は、七尾市矢田新

町を起点とし、七尾市の沿岸を東西に連絡する幹線道路として、昭和３１

年に都市計画決定されています。整備状況については、計画延長２，３４

０ｍのうち、１，２８０ｍが整備済みとなっており、残る、矢田新町から

府中町及びつつじが浜から小島町については、概成及び未整備となってい

ます。今回、これらの概成及び未整備区間について、線形及び幅員の変更

を行うものです。具体的には、矢田新町から府中町の５８０ｍについては、

計画幅員と同程度の幅員を有する市道が並行していることから、市道に合

わせた線形に変更するとともに、沿道に大型車の停車が見込めない区間の

路肩を縮小し、総幅員を１８ｍから１１．５ｍに変更します。また、つつ

じが浜から小島町までの４８０ｍについては、沿道に大型車の停車需要が

少ないことから停車帯を縮小し、総幅員を１８ｍから１５ｍに変更します。

また、一部区間で計画道路に並行する市道が歩道機能を代替えしているこ

とから、本路線の片側の歩道を削除し、１３．５ｍに変更します。 

次に、３・４・６号 大田川原線の変更についてです。本路線は、七尾市

大田町を起点とし、七尾市東部方面から市街地中心部へ連絡する幹線道路

として、昭和３１年に都市計画決定されており、その一部は国道１６０号

として供用されております。整備に関しては、起点側の１，３４０ｍ及び

矢田新町から川原町までの１，５３０ｍが整備済、残り２，０９０ｍが概

成となっております。この概成区間については、１８ｍに拡幅する計画と

しておりましたが、今回、１５ｍに変更するものです。 

その理由として、現在の沿道施設は敷地内に駐車場を確保していること

や、今後、停車帯の利用を伴う沿道施設の立地が見込めないと判断される

ため、停車帯を縮小するものです。 

次に、３・４・５号 環状線の変更についてです。本路線は、大田川原線

と西街道線を結び、市街地内の通過交通を円滑に処理する環状道路として、

昭和３１年に都市計画決定されています。整備状況については、計画延長

３，３３０ｍのうち、万行町の１４０ｍが土地区画整理事業により整備済

みとなっており、残る３，１９０ｍは未整備となっています。今回、この

路線については廃止することといたします。 

その理由といたしまして、当該路線は、鉄道と立体交差するため、周辺地

域への影響が大きいこと、また、既成市街地を斜めに横断するため、不整

形な残地が多く発生すること、更には、廃止による代替措置として、国分

藤橋線や矢田本府中線、万行大和線を新たに都市計画決定し、整備するこ

とで、既存道路を含めた道路ネットワークが構築されるためです。 

次に、３・４・７号 三島藤橋線の変更についてです。本路線は、ＪＲ七

尾線を挟んで、北側の三島町から南側の藤橋町を結び、鉄道で分断された

南北市街地を連絡する補助幹線道路として、昭和３１年に都市計画決定さ



れており、現在、全区間において、未整備となっています。今回、この路

線については廃止することといたします。 

その理由といたしまして、国道２４９号以北では、府中七尾駅線や現市道

がネットワーク機能の代替となり得ること、整備にあたり、鉄道や国道２

４９号と新たに立体交差が必要となりまして、周辺地域への影響が大きい

こと、また、既成市街地を斜めに横断するため、不整形な残地が多く発生

するなど地域コミュニティの喪失が懸念されるためです。 

次に、３・４・８号 矢田小島線の変更についてです。本路線は、七尾市

街地の中心部を東西に連絡する補助幹線道路として、昭和３１年に都市計

画決定されております。現在、全体２，４８０ｍのうち、生駒町の４５ｍ

が改良済み、富岡町から小島町までの２５０ｍが概成となっており、その

他の区間は未整備となっています。今回、この路線については廃止するこ

とといたします。 

その理由として、周辺に代替えとなる国道１６０号や臨港線といった既存

道路があること、計画道路にかかる移転物件が多く、コミュニティの喪失

が懸念されるためです。 

次に、３・４・１１号 小島線の変更についてです。本路線は、臨港地区

と川原松百線を連絡する補助幹線道路として、昭和５５年に都市計画決定

されております。整備状況につきましては、計画延長３１０ｍのうち、起

点から小島町交差点までの１２０ｍは整備済みとなっており、残る１９０

ｍは未整備となっています。今回、この路線については廃止することとい

たします。 

その理由として、当該路線に並行する、都市計画道路桜川線では、新たに

歩道を追加する都市計画変更を行うこととしており、この変更により、小

島線の機能を代替できるためです。 

最後に、３・４・１３号 大田新線の変更についてです。本路線は、幹線

道路である国道１６０号と外環状線を連絡する補助幹線道路として、昭和

５６年に都市計画決定されており、現在、未整備となっています。今回、

この路線については廃止することといたします。 

その理由として、当該路線の周辺に、市道東湊１１号線や東湊１８号線と

いった既存の市道が既に整備されており、機能を代替えできるためです。 

以上が、七尾都市計画道路網の見直しに関する内容になります。 

なお、本案件につきましては、本年８月９日から２週間、縦覧に供しまし

たが、意見書の提出はございませんでした。以上でございます。 

 

◆川上会長： 只今の、事務局の説明についてご質問、ご意見はありませんか。かなり大

きな見直しとなっておりますが、いかがでしょうか。 

 

◆川上会長： かなり大きな見直しでしたが、関係の市民・住民の方からは何か意見・要

望はありましたでしょうか。 

 



◎事務局 ： 検討委員会を開催するにあたりまして、地元説明会も数回行っております。

その中で、色んな意見はございましたが、今回の変更案につきましては、

賛成意見も多く、今回のような変更案となりました。 

 

◆川上会長： 他にありませんでしょうか？では、引き続き能越自動車道線について事務

局から説明して下さい。 

 

◎事務局 ： それでは次に、１・３・１号能越自動車道線の計画変更についてご説明い

たします。議案書は、１１ページから１９ページになりますが、そのうち、

道路計画の変更については１１ページから１３ページ、環境影響評価につ

いては１５ページから１９ページになります。 

まず、能越自動車道の位置と整備状況についてご説明いたします。能越自

動車道は、東海北陸自動車道の小矢部砺波ＪＣＴから、一部能登有料道路

を経由し、輪島市までを結ぶ全長約１００ｋｍの自動車専用道路です。そ

のうち、小矢部砺波ＪＣＴから氷見北ＩＣ間と、田鶴浜ＩＣから徳田大津

間、そして能登有料道路を経由して穴水ＩＣから能登空港ＩＣ間が供用済

となっております。また、輪島道路を含む輪島ＩＣまでの区間は、一部計

画中ではありますが、鋭意事業を進めているところであります。氷見北Ｉ

Ｃから七尾ＩＣ間についても事業を進めており、平成２０年代中頃の供用

開始予定となっております。 

今回都市計画決定を予定している区間は、唯一ルートが決定していない田

鶴浜から七尾間の９．５ｋｍです。 

次に、田鶴浜七尾間の設計条件とルート概要についてご説明いたします。

対象となる９．５ｋｍの区間は、国道２４９号である現道を極力活用する

現道活用区間と、新規に道路整備を行う新設区間に分かれております。田

鶴浜ＩＣは能越自動車道に直結され、現在ある高田、和倉、直津ＩＣは、

そのまま活用いたします。 

また、新設区間には、能登総合病院へのアクセス性や道路整備に伴う施工

性を考慮し、片方向からのみ乗り入れ可能なＩＣを２箇所新設いたします。 

道路の幅については、総幅２２ｍで４車線とし、設計速度は、８０km/h

としております。 なお、今回の都市計画変更に伴い、当路線と重複する

３・４・１５号七尾田鶴浜線の一部区間５．３ｋｍを削除し、名称を３・

４・１５号小島赤浦線に変更します。 

計画平面図について、田鶴浜方向から順を追ってご説明します。赤線部分

が今回提案しているルートの平面図です。まず、高田 IC 周辺ですが、図に

示すとおり、ほぼ現道と同じルートとしております。その高田 ICから主要

地方道氷見田鶴浜線に下りるランプについても、ほぼ現道と同じルートで

接続します。次に、和倉ＩＣ周辺です。これも現道とほぼ同じルートとな

っており、現ＩＣをそのまま活用する計画です。これは直津ＩＣ周辺です。

これも現道とほぼ同じルートで、ＩＣも現ＩＣを活用する計画ですが、直

津ＩＣから東側に約１ｋｍ離れたところから、新設区間の始まりとなりま



す。その箇所では、現在の国道２４９号に流入する病院西ＩＣを新たに設

置する計画となっております。次に病院西ＩＣと病院東ＩＣ周辺です。病

院西ＩＣは田鶴浜方向からの乗り入れのみが可能となるＩＣであり、病院

東ＩＣは氷見方向からの乗り入れのみが可能となるＩＣであります。最後

に七尾ＩＣ周辺です。このルートは主要地方道七尾羽咋線、及びＪＲ七尾

線を横断することから、一部高架構造となっております。そして七尾バイ

パス計画区間を含む能越自動車道七尾氷見道路に接続する計画となってお

ります。 

 

引き続き、能越自動車道線の環境影響評価について、ご説明いたします。

お手元の議案書では、１５ページから１９ページになります。 

まず、環境影響評価を実施した理由を説明いたします。今回都市計画変更

を行う区間は、延長約１０ｋｍの４車線の一般国道です。環境影響評価法

によれば、環境影響評価の実施が必要とされる第一種事業に該当し、都市

計画変更の手続きと併せて行うこととなります。 

具体的な環境影響評価の手続きの流れについて、ご説明いたします。この

環境影響評価については、環境影響評価法や県条例に基づき、平成１９年

度に、環境影響評価の調査項目や方法を記載した「方法書」を公告縦覧し

ております。昨年度は、その方法書を基に調査・予測を行った「準備書」

を作成し、都市計画案と同時に公告縦覧しております。その後、住民や関

係機関等に対し、広く意見を求めた後、県環境審議会を経て、知事及び国

土交通大臣の意見も踏まえ、必要箇所については補正しております。今回

は、その内容について付議するものであります。 

実施した環境影響評価の項目は、表に示す大気質、騒音、振動など、１６

の環境要素としています。また、影響要因としては、道路の供用時と工事

の実施時に分けて、調査、予測、評価を行っております。ここでは、主な

ものとして、大気質、騒音、振動、水質、動物、植物、生態系の７項目に

ついて、説明いたします。 

まず、大気質の予測・評価ですが、事業実施区域周辺の図に示す赤丸の５

地点で行っております。具体の地点としては、高田ＩＣ、直津ＩＣ，能登

総合病院、主要地方道七尾羽咋線、国道１５９号の周辺であり、自動車の

走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は環境基準を十分に下回る結果

となりました。 

また、建設機械の稼働に係る降下ばいじん及び青丸地点での工事用車両の

運行に係る降下ばいじんについても環境基準を下回る結果となりました。

いずれの項目についても、全ての地点で基準値を下回り、環境への影響は

小さいものと考えます。 

次に、騒音です。予測については、大気質と同様の５地点で、自動車の走

行、建設機械の稼働、工事用車両の運行の影響について行いました。 

予測結果ですが、自動車の走行に係る影響については、全ての予測地点で

環境基準を下回る結果となりました。建設機械の稼働に係る影響について



は、高田ＩＣ周辺において、仮囲い・防音シートの設置などにより、特定

建設作業にかかる規制に関する基準を下回る結果となりました。工事用車

両の運行に係る影響については、青丸で示した３地点において予測した結

果、騒音規制法による道路交通騒音の基準値を下回る結果となりました。

以上のことから、騒音について、環境への影響は小さいものと考えます。 

振動については、騒音と同様、自動車の走行、建設機械の稼働、工事用車

両の運行の影響について予測しました。振動の基準値として、自動車の走

行、及び工事用車両の運行に係る影響については振動規制法による道路交

通振動の要請限度、建設機械の稼働に係る影響については特定建設作業の

規制に係る基準を設定しておりますが、いずれの項目も基準値を下回り、

環境への影響は小さいものと考えます。 

水質については、工事に伴う水の濁りによる影響と地下水への影響といた

しました。まず、水の濁りです。水の濁りについては、水中に浮遊してい

る物質量を予測項目とし、その予測地点は、図の赤丸で示した工事実施区

域の下流の７河川で行いました。その結果、降雨時の工事の実施に伴う浮

遊物質量は、流入前が２．１～２０．５ｍｇ／ｌ、流入後が１０．３～９

４ｍｇ／ｌとなりました。工事中については、水の濁りについて監視を行

い、必要に応じて、土砂流出防止策や仮設沈殿池の設置などの環境保全措

置を実施することにより、浮遊物質量は低下し、環境への影響は小さいも

のと考えております。 

次に、地下水ですが、事業実施区域内には、図の黄色の丸で示した５箇所

の水道水源井がありますが、計画道路による直接的な改変はなく、井戸の

深度がいずれも１００ｍ以上あることから、環境への影響は小さいものと

考えます。 

続いて、動物です。現地調査により、重要な４７種を確認しました。予測

は、道路の供用、工事の実施に係る重要な種への影響について、科学的知

見を参考に、定性的に行いました。その結果、鳥類のミサゴとサシバ、昆

虫類のオオルリハムシの３種類については、工事の実施による影響の可能

性が考えられることから、環境保全措置を検討しました。環境保全措置と

しては、ミサゴとサシバについては、低騒音型建設機械の使用、工事区域

内での工事車両の徐行運転、徐々に工事に慣らすコンディショニング等を

実施します。オオルリハムシについては、改変区域外への移植を考えてい

ます。これらの環境保全措置については、事業実施段階において専門家の

助言を踏まえながら実施することとしております。 

続いて、植物です。現地調査では、重要な５２種を確認しました。予測は、

道路の存在、工事の実施に係る重要な種への影響について、科学的知見を

参考に、定性的に行いました。 

その結果、コウホネ、ヒツジグサなど７種については、工事の実施による

影響の可能性が考えられることから、環境保全措置を検討しました。環境

保全措置として、赤色で囲ったコウホネなどの水生・湿生植物５種につい



ては、溜池の水源として樹林の谷からの沢水等の確保、濁水発生の低減を

考えております。また、緑色で囲ったヒトツボクロについては、生育箇所

の明示及び立入り制限の周知徹底。黄色で囲ったカワヂシャについては、

改変区域外への移植の検討を考えています。これらの環境保全措置につい

ては、事業実施段階において専門家等の助言を踏まえながら実施します。 

続いて、生態系です。生態系については、生息・生育する動植物等の生態

的特徴と食物連鎖を考慮し、各生態系の指標として、食物連鎖の上位に位

置する「上位性」、地域の代表的な生態系を現す「典型性」、地域の特殊

な生態系を現す「特殊性」の観点から、予測・評価を行うものです。今回、

地域を特徴づける生態系として、樹林地・里山の生態系と川沿いの平地の

生態系を想定し、それぞれの生態系における注目種への影響について予測

を行いました。 

まず、樹林地、里山の注目種ですが、上位性としてキツネとオオタカを、

典型性としてタヌキ、ヤマガラ、モリアオガエル等７種を、特殊性として

ホクリクサンショウウオとジュズカケハゼを選定いたしました。これら注

目種は、現道の一部を利用するなど、事業実施による改変の程度は小さい

ことから、生育環境への影響は小さいものと考えます。 

次に、川沿いの平地の生態系です。注目種ですが、上位性としてミサゴと

サギ類を、典型性としてハタネズミ、トノサマガエル、トウヨシノボリ等

７種を選定しました。その結果、ミサゴについては、工事の実施による影

響が考えられることから、低騒音型建設機械の使用などの環境保全措置を

検討します。また、その他の種については、現道の一部を活用するなど、

事業実施による改変は小さく、生息生育環境への影響は小さいものと考え

ます。 

以上、ただいま説明しました項目及びその他の項目につきまして、環境保

全のための措置を適切に講じること等により、環境への影響をできる限り

回避又は低減していると評価しております。 

なお、道路の計画案と環境影響評価につきましては、昨年９月７日から１

ヶ月間、縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。以上

でございます。 

 

 

◆川上会長： 只今の、事務局の説明についてご質問、ご意見はありませんか。 

 

●高山委員： 能越自動車道のＩＣのことについてもう一度ご説明をお願いします。聞き

逃したのかも知れませんが、能登総合病院の左右に病院西ＩＣと病院東Ｉ

Ｃがありますが、これは片側のＩＣですよね？どちらから乗り降りするの

でしょうか？ 

 

◎事務局 ： 病院西ＩＣについては、田鶴浜方向から乗り降りする、と。病院東ＩＣに

ついては、富山方向からの乗り降りとなります。 



●高山委員：１カ所での乗り降りとしなかった背景はどこにあるのでしょうか。 

 

◎事務局 ： ひとつの要因とすれば、コスト縮減の観点から、２カ所にわけた方が経済

的だ、というふうに聞いています。更に詳しいことについては、金沢河川

国道事務所さんがおりますので、金沢河川国道事務所の方からご説明して

いただきたいと思います。 

 

●高山委員： 基本的には取り付け道路との関係だとか、今言われたように１カ所にする

よりは２カ所にした方が経済的な場合もあるのですけども、そういった事

情が今のその図からは読み取れないので、もう少し詳しい説明があるとい

いかな、と思います。 

 

◎金沢河川： 金沢河川国道事務所です。いつもお世話になっております。今、高山先生 

国道事務所 がおっしゃったところが大きくて、病院東ＩＣにつきましては、そこにア

クセスする道路があると思うのですけども、そちらの関係から、病院の方

にアクセス性が高いということもございまして、そちらの方にＩＣを作っ

ております。病院西ＩＣにつきましては、国道２４９号がありますので、

そちらの方からのアクセス性を考えまして、コストの面も考慮いたしまし

て、ハーフＩＣを２つ設置させていただいた、ということでございます。 

 

●高山委員：わかりました。 

 

◆川上会長：他にございませんでしょうか？ 

 

◆川上会長：先ほどの報告の中で、動物とか植物とかで、工事中とか工事を進めるにあ

たっての配慮・検討事項も併せてご報告されましたけども、確実に実施さ

れるための措置はどういうふうにとられると考えておられるのですか？ 

 

◎事務局 ： 具体的には事業の実施段階において、項目によっては専門家等の意見を踏

まえながら環境保全措置については対応していくというふうに聞いており

ます。 

 

◆川上会長：それで例えば、建設業者が配慮すべきことが書かれているのですけども、

これが確実に実施されるための措置というのは、どのようなものが予定さ

れているか、ということなのですが。 

 

◎金沢河川： 金沢河川国道事務所の方からお答えさせていただきます。ご質問のあった 

国道事務所 点につきましては、建設業者さんへの指導、ということになると思って

おりますが、工事を実施する段階で施行計画書というものを事前に出して

いただくのですけども、それについて、事務所の方でヒアリング等を実施

します。その段階で環境への対応というところについても、ヒアリングの



中で逐次、確認・指導をしていきたいと。実際、そういうこともやってお

りますし、今回についてもそういうふうにやっていきたいと思っておりま

す。それと、先ほど事務局の方からも説明がありましたけども、専門家の

学識者の方からご意見等いただきながら進める、ということがありました

けども、現在実施している事業につきましても、適宜専門家の皆さんから

ご意見いただきながら、事業を進めて参りますので、同じように進めて参

りたいと思っております。 

 

◆川上会長：ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

●氣戸委員： 道路計画の変更そのものよりも、一般道として国道２４９号の高田ＩＣか

ら、次できるであろうという病院西ＩＣ間は、今は一般道として使ってい

て大変利用度が高いと思うのですけども、能越自動車道の扱いになってい

きますと、４車線で認可されていきますと、一般道との併用はどのように

なっているのでしょうか。全くわからなくてきいているのですけども。要

するに、完全な能越自動車道という形をとっていくと、通勤等において、

非常に和倉の方の旧道がまた混雑するようなことになるのではないかと思

ったのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

◆川上会長：事務局、お願いします。 

 

◎事務局 ： 今回、能越自動車道線という形で計画決定いたしますが、変更した暁には、

自動車専用道路という形での病院西ＩＣから田鶴浜ＩＣまでの自動車専用

道路という形になります。ただ、この道路につきましては、将来無料道路

という形で通すことになっておりまして、将来的には現在使われている方

々も、自動車という形であれば、自由に使うことができるということにな

っております。 

 

●氣戸委員： そうすると、当然有料道路との違いといいますか、一般の人は今現在お金

を払うことなくこの区間を利用してのいるのですけども、その点はいかが

でしょうか。 

 

◎事務局 ： 今回計画決定するところは、無料道路という形で自動車及び自動二輪車が

走れる道路として供用されることになっておりますので、その辺はご心配

に及びません。 

 

●氣戸委員：わかりました。ありがとうございました。 

 

◆川上会長：自転車・歩行者はどうなるのですか？ 

 

 



◎事務局 ：現道については、歩道がございます。ただ、ほとんど現況の通過量がござ

いません。ただ、機能は確保したいということで、事業の実施にあたって

は、地元との調整の中で必要な箇所で自動車専用道路の隣に副道という形

で道路を設ける、という計画になっております。 

 

◆川上会長：よろしいでしょうか？ 

 

●氣戸委員：はい。 

 

◆川上会長：他にありますでしょうか？では、特にございませんようですので、本案は

ご承認いただいたものといたします。それでは次に、議案第１５１６号金

沢都市計画土地区画整理事業の変更についてを上程します。事務局から説

明して下さい。 

 

◎事務局 ：それではご説明いたします。議第１５１６号金沢都市計画土地区画整理事

業の変更についてでございます。お手元の議案書では２１ページ、図面は

２３ページになります。案件は、野々市町北西部土地区画整理事業の変更

であります。 

こちらのスクリーンをご覧下さい。こちらの図で、灰色の実線が国道８号

と国道１５７号、黒色の点線がＪＲ北陸本線、黒丸のところがＪＲ野々市

駅になります。また、赤色の実線で囲まれた区域が、野々市町北西部土地

区画整理事業の施行区域でございまして、平成１１年度に都市計画決定さ

れております。変更内容といたしましては、北陸新幹線建設事業に伴い、

区画整理事業区域を一部除外するものです。 

具体的な変更内容については、拡大図によりご説明いたします。こちらが、

変更部分の拡大図になります。ＪＲ野々市駅舎については、当初より土地

区画整理事業の施行区域に含めず、駅前広場を事業により整備することと

していました。その後、平成１７年度に認可された北陸新幹線建設事業の

高架工事に伴い、緑の点線で囲まれた位置から実線の位置、いわゆる高架

下へ駅舎の移転が必要となりました。移転先では、土地区画整理事業の施

行区域に一部重なるため、その区域の削除と地区の測量結果も合わせて、

今回施行区域の面積を、約６５．８ｈａから６５．５ｈａに変更するもの

です。 

また、野々市町を野々市市とする告示を受けまして、施行区域名称を野々

市町北西部土地区画整理事業から野々市市北西部土地区画整理事業へ名称

変更するものです。以上が、金沢都市計画土地区画整理事業の変更でござ

います。 

なお、本案件につきましては、本年８月９日から２週間、縦覧に供しまし

たが、意見書の提出はございませんでした。以上でございます。 

 

 

 



◆川上会長： 只今の、事務局の説明についてご質問、ご意見はありませんでしょうか。

特にご意見・ご質問ございませんようですので、本案はご承認いただいた

ものといたします。 

それでは次に、議案第１５１７号金沢都市計画道路の変更についてを上程

します。事務局から説明して下さい。 

 

◎事務局 ： それではご説明いたします。議第１５１７号金沢都市計画道路の変更につ

いてでございます。お手元の議案書では２５ページ、図面は２７ページに

なります。案件は、３・４・７１号野々市駅通り線の変更であります。こ

ちらのスクリーンをご覧下さい。野々市駅通り線は、先ほどご説明した、

野々市町北西部土地区画整理事業施行区域内の道路になります。本路線は、

ＪＲ野々市駅と都市計画道路二日市松任線を結ぶ補助幹線道路であるとと

もに、野々市駅の駅前広場を有している道路として、昭和４４年に都市計

画決定されております。 

今回、北陸新幹線建設事業区域の確定や、それに伴う野々市駅舎の移転に

伴い、駅前広場の道路区域を変更するものです。具体的な変更内容につき

ましては拡大図によりご説明いたします。 

今回、新幹線建設事業の区域の確定に伴い、高架下となる区域については

道路区域より削除し、旧駅舎があった区域で新幹線事業と現在の道路区域

に囲まれる、赤い部分ですけども、区域については、駅前広場として一体

的に整備ことといたしまして、道路区域に追加いたします。 

その結果、駅前広場の面積は約３，０５０㎡から約２，６７０㎡に縮小と

なります。また、図面左側の方ですが、踏切取付部分の道路線形が変更に

なったことにより、道路区域を拡大いたします。 

次に、駅前広場の整備計画についてご説明いたします。こちらは、変更す

る前の駅前広場の計画図になります。当初計画では、バス・タクシー乗降

場と、１３台分の乗用車駐車場、及び約１５０台の駐輪場を計画しており

ました。 

こちらは、変更計後の駅前広場の計画図になります。変更後では、コミュ

ニティバス乗降場の新設やタクシー乗降場の増設と乗用車駐車場は、身障

者用駐車場１台を含む１１台分を確保する計画としております。また、駐

輪場の区域は、高架下となるため、駅前広場から削除することとしました

が、広場とは別に、高架下２カ所で約４００台分を確保し、ＪＲやバス利

用者への利便性向上を図ることといたしております。以上が、金沢都市計

画道路の変更でございます。なお、本案件につきましては、本年８月９日

から２週間、縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。

以上でございます。 

 

 

◆川上会長： 只今の、事務局の説明についてご質問、ご意見はありませんか。では、特

にご意見・ご質問ございませんようですので、本案はご承認いただいたも

のといたします。 



◆川上会長：最後に、事務局の方から報告を説明願います。 

 

◎事務局 ： お配りしてありますＡ３資料１、都市計画決定案件市町決定一覧表をご覧

下さい。 

これは、前回３月２５日開催の、第１５３回審議会で報告した分以降で、

市町審議会で審議決定された都市計画決定案件の一覧表でございます。全

体で１２件あり、このうち前回報告済みで、その後に決定告示されたもの

が１０件ありまして、表の上から１０番目まででございます。また、前回

審議会以降に市町の審議会で審議されたものが２件ございます。このうち、

１件は既に決定告示を終えております。 

２枚目のＡ４、市町別・種類別都市計画決定案件数の表をご覧下さい。市

町別の件数については、金沢市７件、小松市２件、七尾市１件など合計１

２件となっております。以上でございます。 

 

◆川上会長： 只今の、事務局の説明についてご質問、ご意見はありませんか。特にない

ようですので、これで、本日諮問のありました案件、報告等につきまして

は、無事審議が終了いたしました。それでは事務局にお返しします。 

 

 

◎事務局 ： ご審議、誠にありがとうございました。以上をもちまして、第１５４回石

川県都市計画審議会を閉会といたします。どうもありがとうございました。 


